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市
で
は
、
市
民
の
皆
さ
ん
の
命
と

生
活
を
守
る
た
め
、
引
き
続
き
対
策

に
取
り
組
ん
で
い
き
ま
す
。

ひ
と
り
親
世
帯
臨
時
特
別
給
付

金
の
申
請
は
２
月
26
日
ま
で
に

　
対
象
と
な
る
世
帯
は
給
付
金
を
受

け
取
れ
ま
す
。
申
請
が
必
要
で
す
の

で
、該
当
す
る
と
思
わ
れ
る
場
合
は
、

問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

◎
基
本
給
付

　
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
ひ
と

り
親
世
帯
が
対
象
で
す
。

① 

公
的
年
金
等
を
受
給
し
て
い
る
た

め
、
児
童
扶
養
手
当
の
支
給
が
全

額
停
止
さ
れ
て
い
る

② 

児
童
扶
養
手
当
を
受
給
し
て
い
な

い
が
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
の
影
響
に
よ
り
、
収
入
が
児

童
扶
養
手
当
の
受
給
世
帯
と
同
じ

水
準
と
な
っ
て
い
る

◎
追
加
給
付

　

基
本
給
付
の
対
象
の
①
に
該
当

し
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

の
影
響
に
よ
り
、
収
入
が
減
少
し
た

世
帯
が
対
象
で
す
。
内
定
が
取
り
消

さ
れ
た
、
求
職
活
動
に
影
響
が
あ
っ

た
な
ど
、
得
る
予
定
だ
っ
た
収
入
が

得
ら
れ
な
か
っ
た
場
合
も
対
象
に
な

り
ま
す
。

☆
詳
し
く
は
、
手
当･

医
療
助
成
係

へ
。生

活
福
祉
資
金
制
度
の
特
例
貸

し
付
け

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の

影
響
に
よ
る
休
業
や
失
業
な
ど
で
収

入
が
減
少
し
生
活
の
維
持
が
困
難
と

な
っ
て
い
る
世
帯
や
、
一
時
的
に
貸

し
付
け
を
必
要
と
す
る
世
帯
を
対
象

に
、
左
の
表
の
と
お
り
特
例
貸
し
付

け
を
行
っ
て
い
ま
す
。
い
ず
れ
も
、

連
帯
保
証
人
は
不
要
で
、
無
利
子
で

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
関
す
る
お
知
ら
せ

令
和
２
年
12
月
21
日
時
点
の
情
報
で
す
。
詳
し
く
は
、
各
担
当
ま
た
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
へ
。

す
。
な
お
、
す
で
に
申
請
し
て
い
る

方
は
、
再
申
請
で
き
ま
せ
ん
。

☆
詳
し
く
は
、
社
会
福
祉
協
議
会
貸

付
専
用
ダ
イ
ヤ
ル
☎
080-

９
９
９
５

-

７
６
５
７
、
ま
た
は
、
☎
080-

２
３
７
２-

８
１
５
４
へ
。

傷
病
手
当
金
の
適
用
期
間
を
延

長
　
国
民
健
康
保
険
、
後
期
高
齢
者
医

療
保
険
の
被
保
険
者
が
、
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
に
感
染
し
た
、ま
た
は
、

そ
の
疑
い
が
あ
り
、
療
養
の
た
め
就

労
で
き
な
か
っ
た
場
合
に
、
傷
病
手

当
金
を
支
給
し
て
い
ま
す
。

　
こ
の
適
用
期
間
を
、
３
月
31
日
ま

で
延
長
し
ま
す
。

☆
詳
し
く
は
、
国
民
健
康
保
険
は
保

険
係
、
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
は
後

期
高
齢
者
医
療
係
へ
。

く
ら
し
・
し
ご
と
サ
ポ
ー
ト
セ

ン
タ
ー

　
就
職
先
が
見
つ
か
ら
な
い
、
失
業

し
て
家
賃
が
支
払
え
な
い
、
家
計
が

苦
し
い
な
ど
、
生
活
・
家
計
・
仕
事
の

悩
み
ご
と
の
相
談
に
応
じ
ま
す
。
離

職・廃
業
し
た
方
や
、休
業
な
ど
で
収

入
が
減
少
し
た
方
へ
家
賃
を
助
成
す

る
住
居
確
保
給
付
金
の
相
談
も
受
け

付
け
て
い
ま
す
。
た
だ
し
、
生
活
費

な
ど
の
貸
し
付
け
は
で
き
ま
せ
ん
。

☆
詳
し
く
は
、
く
ら
し
・
し
ご
と
サ

ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
☎
519
２
０
３
３

へ
。創

業
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
窓
口
相
談

　
創
業
に
関
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
相
談

に
応
じ
ま
す
。
ま
た
、
資
金
調
達
、

マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
、
各
種
助
成
金
制

▼生活福祉資金制度の特例貸し付け
福祉資金
緊急小口資金

総合支援資金
生活支援費

貸し付け額 20万円以内
（一括）

＊ ２人以上の世帯＝
月20万円以内
＊ 単身世帯＝月15万
円以内
※ いずれも原則３か
月以内

交　付 申請から１週間 
程度

申請から最短20日
程度

返　済 最長１年据え置 
き、２年以内

最長１年据え置き、
10年以内

度
の
活
用
な
ど
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
症
の
影
響
を
乗
り
越
え
る

た
め
の
助
言
も
し
ま
す
。

◇
日
時　
１
月
21
日（
木
）、
２
月
18

日（
木
）、
３
月
18
日（
木
）の
午
後

１
時
〜
５
時（
１
回
１
時
間
／
予

約
制
）

◇
場
所　
市
役
所
内
相
談
室

◇
対
象　
こ
れ
か
ら
創
業
を
考
え
て

い
る
方
、
ま
た
は
、
創
業
５
年
以

内
の
方

☆
申
し
込
み
は
、
産
業
振
興
係
へ
。

感染リスクが高まる
「５つの場面」
に気をつけよう

マスク
なしでの会話

飲酒を伴う
懇親会など

大人数や長時間
におよぶ飲食

狭い空間での
共同生活

居場所の
切り替わり


